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1. 施設点検 

急傾斜地崩壊防止施設の状態を俯瞰的、継続的に把握するため、適切かつ効率的な施設点

検を実施し、経過観察を行う。 

 

(1) 点検計画 

計画的かつ効率的な点検の実施が図られるよう、県土整備局及び県土整備事務所単位で、旧

市町村単位など、エリアを考慮して 5 年に 1 度全ての施設を点検するための点検計画を策定

する。また、緊急点検が事象発生後速やかに実施できるように実効性のある点検計画と点検範

囲・対象施設を絞り込むためのデータを整理しておく。 

 

(2) 点検の種類 

鳥取県における急傾斜地崩壊防止施設の点検は表 1.1 に示す「定期点検」、「緊急点検」、

「臨時点検」から構成される。 

表 1.1 点検の種類と目的、頻度 

点検の 

種類 
目  的 実施方式 実施頻度（時期） 

定期点検 

砂防関係施設の漏水・湧 

水・洗掘・亀裂・破損・地

すべり等の有無などの施

設状況及び施設に直接影

響を与える周辺状況につ

いて点検する。 

・目視点検を基本とする。 

・その他必要に応じて簡

易計測等を実施 

・委託または直営 

全施設を対象に点検計

画に基づき 5 年に 1 度

の頻度で実施する。 

緊急点検 

豪雨や地震時などによる

砂防関係施設の損傷の有

無や程度及び施設に直接

影響を与える周辺状況を

把握、確認する。 

・UAV による点検を積極

的に活用し、補足的に

目視点検を実施する。 

・その他必要に応じて簡

易計測等を実施 

・直営または委託 

豪雨や地震時などの事

象の発生直後の出来る

だけ早い時期に実施す

る（表 1.2参照）。 

臨時点検 

地域防災力の向上もかね

て、地元等との協働で施設

管理を行うために点検を

行う。 

・目視点検を基本とする。 

・その他必要に応じて簡

易計測等を実施 

・直営（地元等との協働）

など 

地元からの要望など定

期点検以外に健全度評

価の見直しが必要とな

った場合に臨時的に実

施する。 

出典：参考資料② 
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なお、特定テーマを定めて随時実施される点検は、本マニュアルに示す施設点検の対象外と

する。例えば、「砂防設備の安全利用点検の実施について(平成 14年 3月 25日付河川局砂防部

保全課長)」のような 特定テーマの計画策定のための一斉点検等などは、その通知された点検

内容に従って実施する。 

 

表 1.2 地震発生時の点検及び活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：参考資料④） 

(3) 定期点検の頻度 

急傾斜地崩壊防止施設は、豪雨出水や経年劣化などにより健全度は変化するため、継続的に

点検による状態把握が必要である。 

鳥取県においては、全施設を対象に 5年に 1度の頻度で実施する。 

なお、急傾斜地崩壊防止施設の完成後の初回点検は、地域（旧市町村単位など）を考慮した

点検計画に基づき施設後完成後 5年以内に実施する。 

また、修繕等を実施した砂防設備も同様に、地域（旧市町村単位など）を考慮した点検計画

のタイミングに合わせ修繕等の工事終了後 5年以内に点検を実施する。 

 

(4) 点検方法、点検項目等 

別冊「砂防関係施設点検要領（案）鳥取県補足版」および点検チェックシートによる。 

 

(5) 点検個票、点検結果一覧 

別冊「砂防関係施設点検要領（案）鳥取県補足版」および別冊「砂防関係施設点検要領（案）

補足資料」による。 

 

(6) 緊急点検 

豪雨出水後または地震の発生後に実施する「緊急点検」は、短期間に完了する必要があるた

め、事前に対象施設を選定しておくことが合理的である。また点検項目についてもあらかじめ

絞り込んでおくとよい。 

地震後の緊急点検の対象施設選定基準は、「砂防関係に係る災害及び工事事故に関する情報

連絡（R4.3.14国交省事務連絡）」に基づいて実施するものとする。 
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2. 急傾斜地崩壊防止施設の健全度評価 

部位毎の変状レベルの評価結果から、急傾斜地崩壊防止施設について、総合的に健全度を評

価する。 

このためには、急傾斜地崩壊防止施設の機能及び性能の状態を的確に把握するため、対象

となる施設の諸元や既往の点検結果を整理し、計画的に点検を実施する。なお、点検は、別

冊「砂防関係施設点検要領（案）鳥取県補足版」および点検チェックシートに沿って実施する。   

また、修繕等を実施した急傾斜地崩壊防止施設は、その修繕の状況等を踏まえ、改めて健全

度を評価する。 

 

2.1 健全度評価の手順 

砂防関係施設長寿命化計画では、個々の急傾斜地崩壊防止施設を対象に統一的な視点から状態

を把握し、その健全度を踏まえ、点検頻度や修繕等の優先順位を設定する。 

このため、急傾斜地崩壊防止施設の点検方法や健全度を評価する基準を取り決める。 

点検から健全度評価までの流れを図 2.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：参考資料②) 

図 2.1 点検及び健全度評価のフロ－ 
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2.2 変状レベルの評価 

(1) 変状レベルの評価手順 

急傾斜地崩壊防止施設の健全度を的確に把握するためには、施設それぞれの状態を確認し、

変状レベルを評価する必要がある。このため、施設点検によりその状態を把握し、変状のレベ

ルを評価する。 

 

(2) 部位ごとの変状レベル区分 

変状レベル区分を表 2.1に示す。 

表 2.1 変状レベル区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典：参考資料②) 

 

(3) 部位ごとの変状レベルの評価基準 

部位ごとの変状レベルの評価基準は別冊「砂防関係施設点検要領（案）鳥取県補足版」およ

び点検チェックシートによる 

変状レベル 考え方 

a 
異常なし、また

は軽微な損傷 

当該部位に損傷等は発生していないもしくは軽微な

損傷が発生しているものの、損傷等に伴う当該部位

の性能の劣化が認められず、対策の必要がない状態 

b 

損傷があるが、

機能・性能低下

に至っていない 

当該部位に損傷等が発生しているが、問題となる性

能の劣化が生じていない。 現状では対策を講じる必

要はないが、今後の損傷等の進行を確認するため、定

期巡視点検や臨時点検等により、経過を観察する必

要がある状態 

c 
機能・性能低下

あり 

当該部位に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当

該部位の性能上の安定性や強度の低下が懸念される

状態 
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2.3 健全度の評価 

(1) 評価の区分 

健全度評価の区分を表 2.2に示す。 

 

表 2.2 健全度の評価区分と損傷の程度 

健全度 損傷の程度 

対策不要 A 

当該施設に損傷等は発生していないか、軽微な損傷が発生している

ものの、損傷等に伴う当該施設の機能の低下及び性能の劣化が認め

られず、対策の必要がない状態 

経過観察 B 

当該施設に損傷等が発生しているが、変状のある部位は少なく、問

題となる機能の低下及び性能の劣化が生じていない。現状では対策

を講じる必要はないが、将来対策を必要とするおそれがあるので、

定期点検や臨時点検等により、経過を観察する必要がある状態 

要対策 

（予防保全が

望ましいが当

面は経過観

察） 

C2 

当該設備に部分的に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該設

備の性能上の安定性や強度の低下が懸念される状態 

要対策 

（予防保全が

必要） 

C1 

当該設備に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該設備の性能

上の安定性や強度の低下が懸念される状態（C2より変状が大） 

要対策 

（事後保全） 

(D) 

当該設備に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該設備の機能

低下が生じている状態 

もしくは、災害等により当該設備が被災しており、当該設備の機能

が著しく低下している状態 

（出典：参考資料③に加筆） 
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(2) 健全度評価の方法 

健全度評価は主体となる急傾斜地崩壊防止施設、付属施設である管理保安施設に関わらず、前

述の変状レベルに応じて図 2.2のフローに沿って行う。 

なお、健全度評価を C1、C2にする判断指標を緊急性に着目し、１施設に対して変状種別が２

項目以上にわたり変状レベル c と評価された施設については C1、それ以外は C2 として経過観

察するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 急傾斜地崩壊防止施設の健全度評価フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 評価イメージ（上図：C1 評価、下図：C2 評価） 

「C1」：予防保全が必要 

「C2」：予防保全が望ましいが当面は経過観察 

「B」：経過観察 

「A」：対策不要 ＳＴＡＲＴ

変状レベルcが

2項目以上存在

Ｃ１

Yes

No

変状レベルcが

1項目存在

No

Ｃ２

Yes

変状レベルｂが

存在

Ｂ

No

Yes

Ａ

変状レベル c 変状レベル c 

変状レベル c 
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(3)  評価の単位 

急傾斜地崩壊対策事業は地区単位で実施されており、ひとつの地区に複数の工種が整備され

ていることが一般的である。 

個別の施設毎に点検計画を立案することは、施設管理の手間が煩雑になる。 

そこで、急傾斜地崩壊防止施設では、施設点検は個別施設に着目して実施するものの、健全

度評価や年次計画の検討は、地区を１つの単位として評価するものとした。 

 

 

＜急傾斜地崩壊防止施設の例：八頭県土 若桜町 下土居地区 H27施設点検 健全度評価 B＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 急傾斜地崩壊防止施設の基本単位 

 

 

 

 

H27 施設点検 

変状のあった施設 
H27 施設点検 

変状のあった施設 

「変状評価」は 

個別の施設毎 「変状評価」は 

個別の施設毎 

「健全度評価」は、地区を一つの単位として評価する 
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3. 対策工法の検討 

修繕、改築等に係る対策工法について新技術・新工法の活用を検討するとともに、健全度

に応じた概算工事費の設定を行う。また、新技術・新工法の活用によるコスト縮減効果と短

期的な数値目標について検討を行う。 

 

「ライフサイクルコストの検討」「年次計画の策定」には、健全度ごとの費用が必要となる。工

事実績等を利用し、健全度ごとの費用を設定するものとする。 

 

3.1 対策工法の選定 

対策工法は、基本的に、変状のある部位及び損傷内容等に対応した対策工法の組み合わせによ

り選定される（表 3.1）。 

 なお、対策工法については、文献や NETIS（新技術情報提供システム）を利用して情報収集す

るとともに、収集した新技術・新工法はコスト縮減の観点から評価し、必要に応じて更新を図る

ものとする。 
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3.2 健全度に応じた概算工事費の設定 

 

(1) 工事実績で得られた費用を適用する場合 

砂防関係施設の修繕・改築等工事における積算資料と工事実施時点での健全度を用いて、健

全度に応じた工事費を設定する。 

急傾斜地崩壊防止施設において、健全度 C1を対象とした費用及び維持に係わる費用は実績

費用を得ることができた。そこで、健全度 C1を対象とした費用及び維持に係わる費用は、今

回整理した実績費用を採用する。 

なお、現時点では、整理で対象とした工事数が少ない等の理由で、健全度別の概算工事費の

設定が困難な場合があり、次のような考え方で費用の補填・修正を図ることとする。 

 

 

(2) 健全度に応じた概算工事費を設定できない費用について 

1） 直轄砂防事業での調査実績の活用 

直轄砂防事業では、平均的な対策コストについて調査がなされているので、これを活

用する。 

表 3.2 直轄砂防事業における平均的な対策コスト 

 

 

 

 

 

（砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）改定内容説明資料 

：水管理・国土保全局砂防部保全課）より抜粋） 

 

2） 修繕おける仮設費用及び間接費用 

仮設費用及び間接費用は、健全度の違いで差がないものとし、健全度 C2及び健全度 B

での仮設費用及び間接費用は、健全度 C1で設定した費用と同じ金額とする。 

 

3） 健全度 B における修繕費用 

工事実績を整理した結果では、健全度 C2 に対する修繕費用に比べて健全度 B に対す

る方が高い等整合のとれていない箇所がみられた。そこで、健全度 Bを対象とした費用

は、直轄砂防事業での健全度 C に対する健全度 B に対する割合（75％）（表 3.2 参照）

を健全度 C1の工事費に乗じて設定する。 
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表 3.3 直轄砂防事業における平均的なコストとその割合 

 

 

 

 

 

4） 健全度 C2 における修繕費用 

健全度と修繕費用とのバランスを考え、健全度 C2を対象とした費用は、健全度 C1と

健全度 Bに対する費用の中間値とする。 
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3.3 新技術・新工法の活用 

既往文献、NETIS（新技術情報提供システム）で提供されている新技術・新工法に対する歩掛

等を利用して長寿命化計画におけるコスト縮減効果を評価し、新技術・新工法の活用が可能な場

合には、短期的な数値目標について検討を行うものとする。 

また、施設点検業務についても UAV の活用など積極的に新技術、別工法の活用を検討し、効

率化やコスト縮減の他、安全確保の観点など様々な観点での効率表現を図るものとする。 

 

表 3.4 NETIS（新技術情報提供システム）で提供されている新技術・新工法 

（急傾斜地崩壊防止施設で活用可能と想定されるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4-1 

 

4. 修繕等の優先順位の設定 

健全度評価において要対策と評価された急傾斜地崩壊防止施設について、健全度の他、保

全対象との位置関係等を考慮して、修繕等の優先度を設定する。 

 

4.1 優先順位設定に関する評価指標の設定 

修繕等の優先順位を設定するための評価指標は、鳥取県の整備プログラム等から整理して表 

4.1のように選定した。 

表 4.1 優先順位に関する評価指標の整理 

 

※健全度は地区を単位として評価するが、優先度を検討する際には損傷箇所が与える機能・性

能への影響、損傷等が生じている施設が関連する周辺施設、保全対象等へ与える影響も評価

指標として確認する。このときの判断根拠は明確にしておくこと。 

 評価指標 

急傾斜地崩壊

防止施設の長

寿命化計画へ

の適用性 
備考 

点検 
修 繕

等 

評 

価 

指 

標
（
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
参
考
と
し
た
） 

レッド指定有無 × × 

既設ではレッド指

定の有無は適用性

が低い 

区
域
の
危
険
度 

過去の災害

実績 

直近の災害発生の有無 ○ × 

直近の災害とし

て、施設整備後、降

雨等により、施設

及び周辺斜面での

崩壊等の変状が確

認された地区 

地域防災計画上「危険性がある」と位置づ

けられた地震【震度６弱】 
× × 

「大規模地震の発

生」の可能性を評

価しているもので

あるが、確実性が

不明であるため、

指標に含めない。 

災
害
発
生
時 

の
影
響 

保全対象 

保全人家戸数（戸） ○ ○ 
修繕等の費用が多

額になる事業は、

点検と比較して優

先的に対策を行う

施設選定が必要で

ある 

重要な公共的施設の有無（施設）（避難所、

災害時要配慮者関連施設を除く） 
○ ○ 

影響範囲の避難場所、避難路の有無（地域

防災計画に位置付け・その他） 
○ ○ 

災害時要配慮者関連施設(要配慮者利用施

設)の有無（重要施設 or一般施設 orなし） 
○ ○ 

実施 

可能度 

地元要望のレベル × ×  

要望の内容 × ×  

そ
の
他
考
え
ら
れ

る
評
価
指
標 

施設の 

重要度 

損傷箇所の影響 ※ 

変状が確認された箇所の直下付近に人家が位置してい

るか、否か。 

1)災害時要配慮者施設・避難所 

2)人家(特に 20 戸以上) 

○ ○  
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4.2 優先順位の設定 

修繕等に係る費用の平準化を図るため、健全度等に応じて修繕等の優先順位を設定する。この

優先順位を基に、「修繕等の計画」を策定する。なお、修繕、改築、更新の工法検討において、性

能、機能向上や機能付加は考慮しない。 

修繕等の優先順位の設定は、健全度評価のカテゴリー毎(C1、C2、B、A)に、表 4.2 の評価指

標及び配点の設定表に基づき、各指標の配点の総合計点の大きい方から優先度の高い施設とする。 

 また、同じ健全度評価のカテゴリーであっても経過年数を考慮し、表 4.3 に従い優先順位を設

定する。 

表 4.2 評価指標及び配点の設定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3 カテゴリー別優先順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価 配点 評価 配点 評価 配点 評価 配点 評価 配点 備考

20戸以上 4 10～19戸 3 5～9戸 2 1～4戸 1 0戸 0
配点は整備プログ
ラムに基づいて設
定

２施設以
上

3 １施設 2 なし 0 　〃

あり（地域
防災計画
に位置付
けられた
避難所）

3
あり（その
他の避難
所）

2 なし 0 　〃

重要施設
（総定員
100人以
上）

7

重要施設
（総定員
50～99
人）

6
重要施設
（総定員0
～49人）

5
一般施設
のみ

4 なし 0 　〃

その他考
えられる
指標

施設の重
要度

該当 5 なし 0 配点は任意で設定

損傷箇所の影響　※
変状が確認された箇所の直下
付近に人家が位置している
1)災害時要配慮者施設・避難
所
2)人家(特に20戸以上)

※健全度は地区を単位として評価するが、優先度を検討する際には損傷箇所が与える機能・性能への影響、損傷等が生じている施設が関連する周辺施設、保全対象等へ与える影響も評価
指標として確認する。このときの判断根拠は明確にしておくこと。

災害発生
時の影響

保全人家戸数（戸）

重要な公共的施設の有無（施設）
避難所、災害時要援護者利用施設を除く

区域内にある公共的施設（主要道路※、鉄道、河
川、官公署、学校、電力供給施設、上水施設、ＬＮＧ
施設（ガス施設等））の有無
※主要道路：急傾斜での「公共関連」に該当する道
路（がけ崩れ対策の手引き 92頁参照）

影響範囲の避難場所の有無

災害時要配慮者関連施設の有無

評価項目
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5. 年次計画の策定 

対策の優先順位を踏まえ、年次計画を策定する。年次計画は 30～50 年程度を計画対象期

間とする中期年次計画と、10 年程度を計画対象期間とする短期年次計画を作成する。それ

ぞれ、必要に応じて見直すものとする。 

 

 

5.1 年次計画の考え方 

 

(1) 健全度の推移予測 

鳥取県では健全度 C1の施設が多く分布する等の理由で、本検討で設定した健全度の劣化予

測式を用いて修繕等の対象施設を選定すると、計画初年度から膨大な砂防関係施設の修繕を実

施しなければならなくなり、県の対応能力を大きく上回る結果となる。 

そこで、年次計画の検討を行うにあたり、予防保全を考慮した対応可能な健全度の推移を再

設定する。 

具体的には、事後保全段階を健全度の劣化予測式から推定していたが、年次計画の検討にお

いては、修繕の対象期間を延ばすことを目的に現時点での健全度 C1における最長の経過年数

まで、健全度 C1が継続すると仮定し、健全度の劣化の推移を再度設定した（ただし、定期点

検等で施設の機能等が事後保全段階と判断された場合には、速やかに修繕等を実施することが

前提である）。 

 

(2) 年次計画の種類 

年次計画は、50年を計画対象期間とする中期年次計画と 10年を計画対象期間とする短期中

期計画の 2種類がある。 

 

1) 短期年次計画 

砂防関係施設の健全度の推移を踏まえ、設定した優先順位及び財政状況等も踏まえ修繕

等が極端に集中することのないように、今後 10 年間の詳細な修繕等事業計画を策定した

ものである。 

 

2) 中期年次計画 

計画対象期間（50年間）の砂防関係施設の健全度の推移を踏まえ、事後保全段階や予防

保全実施期間の分布状況を踏まえ、修繕等事業計画の実施方針を策定したものである。 
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5.2 短期年次計画 

 

5.2.1 維持修繕にかかる年間事業費の設定 

令和 6年度の事業費（およそ 6億円）をベースに、年次計画を検討することとする。 

これは、令和 4 年度の砂防メンテナンス事業創設後、確保できる修繕費用が増え、当面はこの

程度の事業費確保が可能と判断したからである。 

表 5.1 に鳥取県の砂防関係施設に係る近年の維持修繕関係費用の推移を示す。この表から禁煙

維持修繕費用が増加している状況がわかる。このため、年次計画は最新の令和６年度の砂防メン

テナンス事業の修繕費用を参考に検討した。 

 

表 5.1 修繕等の事業費の推移 
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5.2.2 短期年次計画策定における事業の平準化等 

短期年次計画における事業の平準化を目的に、表 5.2 のとおり砂防関係施設別に年間の事業費

及び修繕の対象施設数を設定した。 

この時、砂防関係施設別の年間の事業費は、前述の年間事業費 6 億円を、修繕対象施設のうち

最も優先すべき経過年数が事後保全段階を超過した施設に対する修繕費用の比率で、按分して設

定した。 

また、計画策定に当たっては、「4.修繕等の優先順位の設定」で設定した修繕等の優先順位など

総合的に考慮し、取りまとめるものとする。取りまとめのイメージは表 5.3のとおりである。 

表 5.2 短期年次計画における砂防関係施設別年間事業費と修繕対象施設数の目安 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 中期年次計画 

中期年次計画の策定にあたっては、5.1(1)健全度の推移予測を考慮して、健全度 C1がある程度

継続すると仮定し、修繕を後倒しした実現可能な計画とする。 

 

 

【中期年次計画の方針】 

①計画対象期間（50年間）の砂防関係施設の健全度の推移を集計し、事後保全段階や予防保全

実施期間（健全度 C1の継続期間）の分布状況を把握する。 

②修繕等対象施設の平準化を検討する。 
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表 5.3 事業計画表(短期年次計画) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「4. 修繕等の優先順位の設定」p.4-1より入力 

「5.年次計画の策定」 

p.5-1より入力 

「2.急傾斜地崩壊防止施設の健全度評価」 

p.2-3より入力 
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6. 日常的な維持の方針 

点検結果や住民からの要望を踏まえ、急傾斜地崩壊防止施設の機能の維持するために必要

な対応について、地域の協力等を得ながら実施するものとする。 

 

異常気象時にきちんと急傾斜地崩壊防止施設としての機能を発揮させるために必要な日常的な

維持については、点検結果や地元要望を踏まえ、県が主体となって適宜予算を確保し実施するも

のとする。 

また、除草等の比較的軽微なものや、雨水排除や用水を兼ねる水路施設などの維持については、

地域防災力を向上させる観点や、急傾斜地崩壊防止施設に興味・関心を持ってもらう観点から地

域の協力を得ながら実施するものとする。 
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